
障害者福祉団体認定及び公民館使用料減免団体（障害者福祉）認定に関する 

諸規定 

（障害福祉課内規） 

 

 

１ 障害者福祉団体登録基準 

 （１）障害者福祉団体として登録することができる団体は、次の要件を備え

たものとする。 

① 障害福祉に関する事業を目的としている団体であり、その事業を継続

的に実施していること。 

② 規約または会則を有しており、会計処理が適正に行われていること。 

③ 障害者または障害者を支援する者から構成されていること。 

④ 団体の構成員のうち船橋市内に居住し、または在勤若しくは在校する

者が概ね１／２以上であること。 

⑤ 主たる活動の場所が船橋市内であること。 

⑥ 登録に際しては、「障害者福祉団体登録申請書」（様式１）及び次に掲げ

る書類を、障害福祉課長に提出するものとする。 

  （団体登録後も障害福祉課長は、必要に応じ次の書類の提出を求めること

ができる。） 

１ 規約又は会則 

２ 予算書及び事業計画書 

３ 決算書及び事業報告書 

４ 役員名簿（住所・電話番号・市外在住で市内在勤者は勤務先） 

５ 会員名簿（住所・電話番号・市外在住で市内在勤者は勤務先） 

６ その他必要と認める書類 

  ⑦ その他、市長が特に認めた団体。 

 （２）前項の規定にかかわらず、もっぱら政治活動、宗教活動及び営利事業

を行う団体は除外するものとする。 

 

２ 公民館使用料減免適用の申請について 

   

① 障害者福祉団体であること。 

② 団体としての活動実績が概ね１年あること。 

③ 新規申請にあたっては、上記に定める①規約または会則②予算書③事業

計画書④役員名簿⑤会員名簿⑥その他必要と認める書類を障害福祉課に

提出する。 



④ 原則として、公民館使用料減免団体としての認定期間は、毎年７／１～

６／３０までの１年間。（社会教育課） 

⑤ 新規の団体については、その都度社会教育課に申請を出すことができる

が、認定期間は申請日から６／３０まで。（社会教育課では、６／３０

までに期間があまりない場合は、継続団体と併せて７／１からの申請                      

として欲しいとのこと。） 

   

３ 公民館使用料減免適用継続にあたっての手続き等 

 

① ５／１０までに「公民館使用料減免団体（障害者福祉）適用に関する継

続申請書」（様式３）を障害福祉課に提出する。 

  ② ２年に１回、「公民館使用料減免団体（障害者福祉）適用に関する申請

書」（様式２）を障害福祉課に提出する。（規則、会則については必要に

応じ提出を求める。）その際、様式３の提出は不要。 

  ③ 上記②での「２年に１回」とは西暦の偶数年度とする。 

 

   附 則 

 この規定は、平成１２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規定は、平成１８年５月３０日から施行する。 

   附 則 

 この規定は、平成３１年４月１日から施行する。 



（様式１） 

障害者福祉団体登録申請書 

 

  年  月  日 

 

船橋市障害福祉課長 あて 

 

事務所所在地 

 

団体名 

 

代表者              ○印  

電 話 

 

次により、障害者福祉団体として登録していただきたく関係書類を添えて申

請いたします。 

 

１ 団体の設立目的 

 

２ 公民館使用目的 

 

３ 主な使用公民館               公民館 

 

４ 団体会員数   

 （内訳）市内在住者          人 

     市内在勤者          人 

     その他            人 

５ 添付書類 

  ① 規約又は会則 

② 予算書及び事業計画書 

③ 決算書及び事業報告書 

④ 役員名簿（住所・電話番号・市外在住で市内在勤者は勤務先） 

⑤ 会員名簿（住所・電話番号・市外在住で市内在勤者は勤務先） 

⑥ その他必要と認める書類 

 



（様式２） 

公民館使用料減免団体（障害者福祉）適用に関する申請書 

 

  年  月  日 

 

船橋市障害福祉課長 あて 

 

事務所所在地 

 

団体名 

 

代表者              ○印  

電 話 

 

次により、公民館使用料減免団体として、市教育委員会社会教育課長に申請

していただきたく、関係書類を添えて申請いたします。 

 

１ 団体の設立目的 

 

２ 公民館使用目的 

 

３ 主な使用公民館               公民館 

 

４ 団体会員数   

 （内訳）市内在住者          人 

     市内在勤者          人 

     その他            人 

５ 添付書類 

  ① 規約又は会則 

② 予算書及び事業計画書 

③ 決算書及び事業報告書 

④ 役員名簿（住所・電話番号・市外在住で市内在勤者は勤務先） 

⑤ 会員名簿（住所・電話番号・市外在住で市内在勤者は勤務先） 

⑥ その他必要と認める書類 



（様式３） 

公民館使用料減免団体（障害者福祉）適用に関する継続申請書 

 

  年  月  日 

 

船橋市障害福祉課長 あて 

 

事務所所在地 

 

団体名 

 

代表者              ○印  

電 話 

 

 

  年度も引き続き公民館使用料減免団体として、市教育委員会社会教育課

長に申請していただきたく申請いたします。 

 

 

（参 考） 

 

１．  年度の主な使用公民館         公民館 

 

２．  年度の使用回数            回 

 

３．主な使用目的 

 

４．団体会員数 （  年 月 日現在）  

  

（内訳）市内在住者            人 

     市内在勤者            人 

     その他              人 

 

５ 添付書類 

  ① 前年度事業報告書 

② 前年度決算書  


